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特定労務管理対象機関の指定に係る手続の流れ（医療審議会等の意見聴取）
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B水準・連携B水準の指定・取消に当たっては、地域
医療提供体制への影響も踏まえた議論が必要

３６協定
締結

特例水準の指定状況について
－特定労務管理対象機関の指定の流れ－

地域医療構想
調整会議

医療対策協議会

指定期間は３年



特定労務管理対象機関の指定等について（地域医療課ホームページ）
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特例水準の指定状況について
－地域医療構想調整会議における確認内容－

１ 特定地域医療提供機関（B水準）
①地域の医療提供体制の構築方針（医療計画等）と整合的であることの確認

当該医療機関が持つ医療機能を踏まえ、B水準を適用することが地域医療構想における当該医療機関の
担う主な役割等と整合的であることの確認を行う。

②地域の医療提供体制全体としても医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことの確認
医療機関から提出される「地域に必要な医療提供体制確保のため、当該業務により医師をやむを得ず長
時間従事させることが必要な理由」により、地域の医療提供体制を確保するためには、当該医療機関の医
師の長時間労働を前提とせざるを得ないことの確認を行う。

２ 連携型特定地域医療提供機関（連携B水準）
○医師派遣が医療提供体制の確保のために必要と認められること、かつ、医師の長時間労働を前提とせざる

を得ないことの確認

確認様式1

特定地域医療提供機関（B水準）指定に関する地域医療構想調整会議における確認内容

医療機関名 指定に係る業務の内容 該当要件 要件に係る業務の実績（年間）

（１）イ　二次救急医療機関で、要件を満たす 救急車受入件数：XXXX件／夜間・休日・時間外入院患者数：XXXX人

上記について確認し、当該医療機関において医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことを確認した。

令和○年○月○日
○○圏地域医療構想調整会議

座長　○○　○○

医療法人○○会
○○○○病院

地域医療構想等、地域の医療提供体制の構築方針における役割

救急患者の受入れや手術など、高度・専門医療を中心とした急性期医療を担う

（１）救急医療

確認様式2

連携型特定地域医療提供機関（連携B水準）指定に関する地域医療構想調整会議における確認内容

医療機関名 該当要件

派遣先医療機関数 5医療機関 派遣先地域（二次医療圏）

延べ派遣人数（年間） 20人 XX地域

派遣延べ日数（年間） 100日 YY地域

上記について確認し、当該医療機関において医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことを確認した。

令和○年○月○日
○○圏地域医療構想調整会議

座長　○○　○○

医療法人○○会
○○○○病院

医療提供体制の確保のため他の医療機関に医
師の派遣を行う医療機関で、要件を満たす

管理者の指示による派遣内容



Ｂ 連携Ｂ Ｃ－１ Ｃ－２ Ｂ 連携Ｂ Ｃ－１ Ｃ－２

南 渡 島 0 － － － － 上川中部 2 2 1 － －

南 檜 山 0 － － － － 上川北部 1 1 － 1 －

北渡島檜山 0 － － － － 富 良 野 0 － － － －

札 幌 6 6 1 2 － 留 萌 0 － － － －

後 志 0 － － － － 宗 谷 0 － － － －

南 空 知 0 － － － － 北 網 0 － － － －

中 空 知 1 1 － 1 － 遠 紋 0 － － － －

北 空 知 0 － － － － 十 勝 1 1 － － －

西 胆 振 1 1 － － － 釧 路 3 3 － － －

東 胆 振 0 － － － － 根 室 0 － － － －

日 高 0 － － － － 合 計 15 15 2 4 0

指定内訳指定内訳
圏域

医療
機関数

圏域
医療
機関数

特例水準の指定状況について
－特定労務管理対象機関の指定状況について（R5年度） －

特定労務管理対象機関の指定医療機関数 15 医療機関

うち、B水準 15医療機関

連携B水準 ２医療機関

C-1水準 ４医療機関

C-2水準 ０医療機関
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連携Ｂ水準
医師の派遣を通じて、地域医療提供
体制を確保する上でやむを得ず長時
間労働が必要となる医療機関

1,860時間
(各院では960時間)

Ｂ水準

救急医療等の地域医療提供体制の確
保の観点から必須とされる機能を果
たす上で、やむを得ず長時間労働が
必要となる医療機関

1,860時間

Ｃ－１水準
臨床研修医・専攻医が医師としての
資質を確保するために、やむを得ず
長時間労働が必要となる医療機関

1,860時間

Ｃ－２水準

臨床従事６年目以降の医師が、高度な技能を有す
る医師の育成が公益上必要な分野において、当該
技能の育成に関する診療業務を行うためにやむを
得ず長時間労働が必要となる医療機関

1,860時間

北大病院、旭川医大病院
計 ２医療機関

札幌東徳洲会、市立札幌、子ども総
合医療療育センター、札幌徳州会、
北大病院、旭川医大病院、砂川市立、
製鉄室蘭、名寄市立、帯広厚生連、
市立釧路、釧路労災、勤医協中央、
市立旭川、釧路日赤
計 15医療機関

札幌東徳洲会、札幌徳州会、
砂川市立、名寄市立
計 ４医療機関

なし

特定労務管理対象機関の指定状況［令和5年度］

１５医療機関 ［連携B水準：2医療機関 B水準：15医療機関 C-１水準：4医療機関］



令和６年度の特例水準
指定スケジュールについて
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第４回申請受付

12月31日申請期限

第４回
指定

２月下旬頃

開催

開催

開催

第２回申請受付

６月30日申請期限

第２回
指定

８月下旬頃

第３回申請受付

９月30日申請期限

第３回
指定
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第１回
受付

４月30日申請期限

第１回
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６月下旬頃

開催
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開催

開催

開催

３ 令和６年度 特定労務管理対象機関の指定に係るスケジュール令和６年度の特例水準指定スケジュールについて
－令和６年度の指定申請スケジュール －
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追加的健康確保措置について特例水準指定後の事務手続について
－事務手続き一覧 －

○事務手続きが必要な場面及び内容等
（１）正式な時短計画を定めた場合

特定労務管理対象機関は、特例水準の指定を受けた後、遅滞なく、正式な時短計画を定め、当該 計画に基づき医師の
労働時間の短縮のための取組を進めること。正式な時短計画を定めた場合は、時短計画の計画期間の始期以降、概ね２
週間以内を目安に知事 に届け出ること。

（２）見直しの結果、時短計画を変更する場合
特定労務管理対象機関は、時短計画の計画期間の始期から１年ごと(※)に、当該機関に勤務する 医師等関係者の意見
を聴いた上で、時短計画の見直しのための検討を行い、必要があると認めるときは時短計画を変更の上、知事に提出する
こと。

（３）見直しの結果、時短計画を変更しない場合
特定労務管理対象機関は、（２）による見直しの検討の結果、変更する必要がない場合は、その旨、 知事に届け出る必要。
（法第122条第3項）

（４）災害等やむを得ない事由により継続した休息時間の確保が難しい場合
特定労務管理対象機関は、特定対象医師に継続した休息時間を確保する必要があるが、例外的な 取扱いとして、災害
その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、知事 の許可を受けて、必要な限度で休息時間の
確保を行わないことができる。※事態急迫のために許可を受ける時間がない場合には、事後に遅滞なく届け出る必要。

（５）特例水準の指定根拠となる業務を変更しようとする場合
特定労務管理対象機関は、各特例水準の指定根拠となった業務を変更しようとする場合（軽微な 変更は除く）は、変更に
係る申請が必要とされている。（法第116条第１項、第118条第２項、第 119条第２項、第120条第２項）。 ※ 評価セン
ターの受審など、指定に係る手続きと基本的に同様の申請が必要。（法第116条各号、 法施行規則第85条）
各特例水準の指定根拠となった業務を変更しようとする場合であって、知事の許可を受けようと する場合は、次の書類に
より申請すること。



医師の働き方改革の制度について

いきいき働く医療機関サポートWeb（厚生労働省Webサイト）

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation
制度に関するFAQも掲載されています

特定労務管理対象機関の指定手続きに関することについて

医師の働き方改革について（北海道保健福祉部地域医療課Webサイト）

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/hatarakikata.html

労務管理や医師の働き方改革に関連する個別相談について

北海道医療勤務環境改善支援センター
別添チラシ参照

制度について
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